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入 札 公 告

次 の と お り ， 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

平 成 1 6 年 1 1 月 2 2 日

支 出 負 担 行 為 担 当 官

法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 勝 丸 充 啓

◎ 調 達 機 関 番 号 0 1 3 ◎ 所 在 地 番 号 1 3

○ 第 1 1 7 号

１ 事 業 概 要

( 1 ) 品 目 分 類 番 号

4 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 3 1 , 3 2 , 3 3 ,

3 4 , 4 1 , 4 2 , 7 1 , 7 5 , 7 8

( 2 ) 事 業 名

美 祢 社 会 復 帰 促 進 セ ン タ ー 整 備 ・ 運 営 事 業

( 3 ) 事 業 場 所

山 口 県 美 祢 市 豊 田 前 町

( 4 ) 事 業 内 容

Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 に よ る 刑 務 所 の 設 計 ， 建 設 ， 維

持 管 理 及 び 運 営 事 業
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( 5 ) 事 業 期 間

事 業 契 約 締 結 日 か ら 平 成 3 7 年 ３ 月 3 1 日 ま で

２ 競 争 参 加 資 格

( 1 ) 基 本 的 要 件

① 入 札 参 加 者 は ， 複 数 の 企 業 に よ り 構 成 さ

れ る グ ル ー プ （ 以 下 「 応 募 グ ル ー プ 」 と い

う 。 ） と す る 。

② 応 募 グ ル ー プ は ， 入 札 の 結 果 ， 落 札 者 に

決 定 し た 場 合 に ， 自 ら の 出 資 に よ り ， 基 本

協 定 の 締 結 後 事 業 契 約 締 結 時 ま で に 商 法

（ 明 治 3 2 年 法 律 第 4 8 号 ） の 規 定 に 基 づ く 株

式 会 社 と し て 本 事 業 を 遂 行 す る こ と を 目 的

と す る 特 別 目 的 会 社 （ 以 下 「 Ｓ Ｐ Ｃ 」 と い

う 。 ） を 設 立 す る 企 業 （ 以 下 「 構 成 企 業 」

と い う 。 ） と ， Ｓ Ｐ Ｃ か ら 直 接 業 務 を 受 託

し ， 又 は 請 負 う 企 業 （ 以 下 「 協 力 企 業 」 と

い う 。 ） で 構 成 す る こ と 。

な お ， 次 の 各 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 又 は

協 力 企 業 を そ れ ぞ れ 明 ら か に す る こ と 。

( ｱ ) 設 計 業 務
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( ｲ ) 工 事 監 理 業 務

( ｳ ) 建 設 業 務

( ｴ ) 施 設 警 備 業 務 ， 収 容 監 視 業 務 及 び そ の

他 警 備 支 援 業 務

( ｵ ) 情 報 シ ス テ ム 管 理 業 務

③ 構 成 企 業 に は ， 上 記 ② ( ｳ ) か ら ( ｵ ) ま で の

業 務 に 携 わ る 企 業 が 含 ま れ る こ と 。

④ 構 成 企 業 若 し く は 協 力 企 業 が 複 数 の 業 務

を 兼 ね て 実 施 す る こ と 又 は 構 成 企 業 若 し く

は 協 力 企 業 の 間 で 分 担 す る こ と は 妨 げ な

い 。

⑤ 入 札 参 加 希 望 者 は ， 構 成 企 業 の 中 か ら 応

募 グ ル ー プ を 代 表 す る 企 業 （ 以 下 「 代 表 企

業 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と し ， 代 表 企

業 が 応 募 手 続 を 行 う も の と す る 。

⑥ 構 成 企 業 及 び 協 力 企 業 は ， 他 の 応 募 グ ル

ー プ の 構 成 企 業 又 は 協 力 企 業 に な る こ と は

で き な い 。

⑦ 代 表 企 業 ， 構 成 企 業 又 は 協 力 企 業 の 変 更

は 認 め な い 。 た だ し ， や む を 得 な い 事 情 が
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生 じ た 場 合 は ， 国 は そ の 事 情 を 検 討 の 上 ，

可 否 の 決 定 を す る も の と す る 。

( 2 ) 構 成 企 業 及 び 協 力 企 業 に 共 通 の 参 加 資 格 要

件

① 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6

5 号 ） 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該 当 し な

い 者 で あ り ， か つ 同 令 第 7 2 条 に 規 定 す る 資

格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

② 本 事 業 に 係 る 業 務 に 対 応 し た 一 般 競 争 参

加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る 者 で あ る こ と

（ 建 設 業 務 に 携 わ る 企 業 に あ っ て は ， 会 社

更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） に 基 づ く

更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 又

は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） に

基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い

る 者 は ， 手 続 開 始 の 決 定 後 ， 法 務 省 が 別 に

定 め る 手 続 に 基 づ く 一 般 競 争 参 加 資 格 の 再

認 定 を 受 け て い る こ と 。 ） 。

③ 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 の 開 始 の 申

立 て が な さ れ て い な い 者 又 は 民 事 再 生 法 に
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基 づ く 再 生 手 続 の 開 始 の 申 立 て が な さ れ て

い な い 者 で あ る こ と （ 上 記 ② の 再 認 定 を 受

け た 者 を 除 く 。 ） 。

④ 入 札 参 加 表 明 書 ， 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請

書 及 び 競 争 参 加 資 格 確 認 資 料 （ 以 下 「 参 加

表 明 書 等 」 と い う 。 ） の 提 出 期 限 の 日 か ら

開 札 の 時 ま で の 期 間 に ， 法 務 省 か ら 「 工 事

請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 等 の 措 置 要 領 」

（ 平 成 ７ 年 １ 月 2 3 日 付 け 法 務 省 営 第 1 9 1

号 。 以 下 「 指 名 停 止 措 置 要 領 」 と い う 。 ）

に 基 づ く 指 名 停 止 措 置 を 受 け て い な い こ

と 。 た だ し ， 指 名 停 止 措 置 要 領 別 表 第 １ の

措 置 要 件 に 該 当 す る 指 名 停 止 措 置 で あ っ

て ， 指 名 停 止 期 間 が ２ 週 間 以 下 の も の で あ

る 場 合 に お い て ， 法 令 違 反 を 根 拠 と す る も

の で な い と き は こ の 限 り で な い 。

⑤ 国 が 本 事 業 の 検 討 を 委 託 し た Ｐ ｗ Ｃ ア ド

バ イ ザ リ ー 株 式 会 社 並 び に 同 社 の 協 力 事 務

所 で あ る ア ン ダ ー ソ ン ・ 毛 利 法 律 事 務 所 及

び 八 千 代 エ ン ジ ニ ヤ リ ン グ 株 式 会 社 又 は こ
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れ ら の 者 と 資 本 面 若 し く は 人 事 面 に お い て

関 連 が あ る 者 で な い こ と （ 「 資 本 面 に お い

て 関 連 の あ る 者 」 と は ， 当 該 企 業 の 発 行 済

株 式 総 数 の 1 0 0 分 の 5 0 を 超 え る 株 式 を 有

し ， 又 は そ の 出 資 の 総 額 の 1 0 0 分 の 5 0 を 超

え る 出 資 を し て い る 者 を い い ， 「 人 事 面 に

お い て 関 連 の あ る 者 」 と は ， 当 該 企 業 の 代

表 権 を 有 す る 役 員 を 兼 ね て い る 者 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） 。

⑥ 入 札 説 明 書 に 定 め る 事 業 者 選 定 委 員 会 の

委 員 が 所 属 す る 企 業 又 は 当 該 企 業 と 資 本 面

若 し く は 人 事 面 に お い て 関 連 が あ る 者 で な

い こ と 。

( 3 ) 設 計 業 務 に 携 わ る 企 業 の 参 加 資 格 要 件

設 計 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 及 び 協 力 企 業

（ 以 下 「 設 計 企 業 」 と い う 。 ） は ， 次 の 要 件

を 満 た す こ と 。

① 法 務 省 の 平 成 1 5 ・ 1 6 年 度 に お け る 建 築 関

係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 に 係 る 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る
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こ と 。

② 建 築 士 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 0 2 号 ） 第 2 3

条 に 基 づ く 一 級 建 築 士 事 務 所 の 登 録 を 受 け

て い る こ と 。

③ 設 計 業 務 を 複 数 の 企 業 が 分 担 し て 行 う 場

合 に は ， す べ て の 企 業 が ① 及 び ② の 要 件 を

満 た す こ と 。

設 計 業 務 を 分 担 す る 場 合 の 「 業 務 分 野 」

の 分 類 は 次 に よ る 。 な お ， 入 札 参 加 希 望 者

に お い て こ れ ら の 他 に ラ ン ド ス ケ ー プ デ ザ

イ ン ， イ ン テ リ ア デ ザ イ ン ， 建 築 物 の 外 観

等 の 視 覚 的 要 素 の デ ザ イ ン ， 土 木 設 計 そ の

他 の 独 立 し た 専 門 的 分 野 を 追 加 す る こ と は

差 し 支 え な い も の の ， こ の 場 合 に は ， 新 た

に 追 加 す る 業 務 分 野 ， 当 該 分 野 の 具 体 的 な

業 務 内 容 ， 当 該 分 野 を 追 加 す る 理 由 及 び 当

該 分 野 の 主 任 担 当 技 術 者 の 経 歴 を 明 確 に し

て お く こ と 。

( ｱ ) 建 築 建 築 士 法 第 2 5 条 の 規 定 に 基 づ き

建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 が そ の 業 務 に 関 し
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て 請 求 す る こ と の で き る 報 酬 の 基 準 を 定

め る 件 （ 昭 和 5 4 年 建 設 省 告 示 第 1 2 0 6 号 ）

に お け る 別 表 第 ２ ― １ 設 計 （ 以 下 「 別

表 」 と い う 。 ） ( 1 ) 及 び ( 2 )

( ｲ ) 構 造 別 表 ( 3 ) 及 び ( 4 )

( ｳ ) 電 気 設 備 別 表 ( 5 ) 及 び ( 6 )

( ｴ ) 機 械 設 備 別 表 ( 7 ) か ら ( 1 0 ) ま で

( ｵ ) 積 算 別 表 ( 1 ) か ら ( 4 ) ま で に 関 す る 積

算 業 務

④ 次 に 掲 げ る 業 務 を 実 施 す る 管 理 技 術 者 及

び 各 主 任 担 当 技 術 者 を 配 置 で き る こ と 。

な お ， ③ に 掲 げ る 業 務 分 野 以 外 の 分 野 を

追 加 す る 場 合 は ， 管 理 技 術 者 の 下 で 当 該 分

野 の 担 当 技 術 者 を 統 括 す る 主 任 担 当 技 術 者

を 配 置 す る こ と 。 た だ し ， 同 主 任 担 当 技 術

者 は ⑤ ， ⑦ 及 び ⑧ の 要 件 を 満 た し て い な け

れ ば な ら な い 。

( ｱ ) 管 理 技 術 者 は ， 設 計 業 務 の 技 術 上 の 管

理 及 び 統 括 に 関 す る 業 務

( ｲ ) 建 築 主 任 担 当 技 術 者 は ， 別 表 ( 1 ) 及 び
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( 2 ) の 業 務 に つ い て 管 理 技 術 者 の 下 で 担

当 技 術 者 を 統 括 す る 業 務

( ｳ ) 構 造 主 任 担 当 技 術 者 は ， 別 表 ( 3 ) 及 び

( 4 ) の 業 務 に つ い て 管 理 技 術 者 の 下 で 担

当 技 術 者 を 統 括 す る 業 務

( ｴ ) 電 気 設 備 主 任 担 当 技 術 者 は ， 別 表 ( 5 )

及 び ( 6 ) の 業 務 に つ い て 管 理 技 術 者 の 下

で 担 当 技 術 者 を 統 括 す る 業 務

( ｵ ) 機 械 設 備 主 任 担 当 技 術 者 は ， 別 表 ( 7 )

か ら ( 1 0 ) ま で の 業 務 に つ い て 管 理 技 術 者

の 下 で 担 当 技 術 者 を 統 括 す る 業 務

( ｶ ) 積 算 主 任 担 当 技 術 者 は ， 別 表 ( 1 ) か ら

( 4 ) ま で の 業 務 に 関 す る 積 算 業 務 に つ い

て 管 理 技 術 者 の 下 で 担 当 技 術 者 を 統 括 す

る 業 務

⑤ 管 理 技 術 者 及 び 各 主 任 担 当 技 術 者 は ， 設

計 企 業 と 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 日 以 前 に ３

か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に

あ る こ と 。

⑥ 管 理 技 術 者 ， 建 築 主 任 担 当 技 術 者 及 び 構
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造 主 任 担 当 技 術 者 に つ い て は ， 一 級 建 築 士

で あ る こ と 。 ま た ， 電 気 設 備 主 任 担 当 技 術

者 及 び 機 械 設 備 主 任 担 当 技 術 者 は ， 一 級 建

築 士 又 は 建 築 設 備 士 で あ る こ と 。

⑦ 配 置 予 定 技 術 者 が 国 家 公 務 員 で あ る 場 合

に は ， 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 1 2 0

号 ） 第 1 0 3 条 の 規 定 に ， 地 方 公 務 員 で あ る

場 合 に は ， 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第

2 6 1 号 ） 第 3 8 条 の 規 定 に 従 っ た 者 で あ る こ

と 。

⑧ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 管 理 技 術 者 及 び

各 主 任 担 当 技 術 者 を 配 置 で き る こ と 。

( ｱ ) 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 業 務 が 完 了 し

た ( ｴ ) に 掲 げ る 同 種 又 は 類 似 の 実 施 設 計

業 務 （ 積 算 主 任 担 当 技 術 者 は 積 算 業 務 ）

に 携 わ っ た 実 績 を 有 す る 管 理 技 術 者 並 び

に 建 築 主 任 担 当 技 術 者 ， 構 造 主 任 担 当 技

術 者 ， 電 気 設 備 主 任 担 当 技 術 者 ， 機 械 設

備 主 任 担 当 技 術 者 及 び 積 算 主 任 担 当 技 術

者 で あ る こ と 。
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( ｲ ) ( ｱ ) の 実 績 に つ い て は ， ( ｴ ) の う ち 管 理

技 術 者 並 び に 建 築 主 任 担 当 技 術 者 ， 構 造

主 任 担 当 技 術 者 及 び 積 算 主 任 担 当 技 術 者

に あ っ て は ( ｴ ) ａ の ， 電 気 設 備 主 任 担 当

技 術 者 に あ っ て は ( ｴ ) ｂ の ， 機 械 設 備 主

任 担 当 技 術 者 に あ っ て は ( ｴ ) ｃ の 項 目 に

そ れ ぞ れ 該 当 す る 実 績 を 有 す る 者 で あ る

こ と 。 な お ， 海 外 の 実 績 に つ い て も ( ｴ )

に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る こ と が 必 要

で あ る 。

( ｳ ) 管 理 技 術 者 及 び 各 主 任 担 当 技 術 者 は そ

れ ぞ れ １ 名 と し ， 互 い に 兼 務 す る こ と は

認 め な い 。 ま た ， 参 加 表 明 書 等 に 係 わ る

資 料 提 出 時 点 に お い て ， 管 理 技 術 者 又 は

各 主 任 担 当 技 術 者 を 決 定 で き な い こ と に

よ り 複 数 名 の 候 補 を も っ て 競 争 参 加 資 格

確 認 資 料 を 提 出 す る こ と は 差 し 支 え な い

が ， い ず れ の 候 補 者 に つ い て も ， 次 の

( ｴ ) の 要 件 を 満 た し て い な け れ ば な ら な

い 。
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( ｴ ) 実 績 要 件

ａ 管 理 技 術 者 ， 建 築 主 任 担 当 技 術 者 ，

構 造 主 任 担 当 技 術 者 及 び 積 算 主 任 担 当

技 術 者

( a ) 建 物 用 途

・ 同 種 業 務 法 務 省 収 容 施 設 （ 刑 務

所 ， 少 年 刑 務 所 ， 拘 置 所 ， 少 年

院 ， 少 年 鑑 別 所 ， 婦 人 補 導 院 又

は 入 国 者 収 容 所 の 収 容 区 域 内 の

施 設 を い い ， 収 容 区 域 外 の 職 員

宿 舎 ， 職 員 待 機 所 等 を 除 く 。 ）

・ 類 似 業 務 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の

施 設 で 庁 舎 （ 一 般 行 政 事 務 に 供

さ れ る 施 設 で 検 察 庁 ， 法 務 局 ，

税 務 署 ， 郵 便 局 ， 職 業 安 定 所 等

の 単 独 庁 舎 ， 合 同 庁 舎 ， 港 湾 合

同 庁 舎 ， 総 合 庁 舎 等 の 施 設 を い

う 。 ） ， 研 究 施 設 ， 研 修 施 設 ，

社 会 福 祉 施 設 又 は 医 療 施 設

( b ) 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
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又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 に あ っ

て は 地 上 ２ 階 建 て 以 上 ， 鉄 骨 造 に あ

っ て は 地 上 1 1 階 建 て 以 上 又 は 高 さ 3 1

ｍ を 超 え る も の

( c ) 建 物 規 模 １ 棟 の 延 べ 面 積 2 , 0 0 0

㎡ 以 上

ｂ 電 気 設 備 主 任 担 当 技 術 者

( a ) 建 物 用 途 ａ ( a ) に 同 じ 。

( b ) 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造 ， 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄

骨 造 で 地 上 ２ 階 建 て 以 上

( c ) 建 物 規 模 ａ ( c ) に 同 じ 。

( d ) 工 事 種 目 電 気 工 事 （ 動 力 設 備 及

び 電 灯 設 備 を 含 む 。 ）

ｃ 機 械 設 備 主 任 担 当 技 術 者

( a ) 建 物 用 途 ａ ( a ) に 同 じ 。

( b ) 構 造 ・ 階 数 ｂ ( b ) に 同 じ 。

( c ) 建 物 規 模 ａ ( c ) に 同 じ 。

( d ) 工 事 種 目 管 工 事 （ 空 気 調 和 設 備

及 び 給 排 水 設 備 を 含 む 。 ）
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⑨ 管 理 技 術 者 及 び 各 主 任 担 当 技 術 者 に つ

い て は ， 実 施 設 計 完 了 ま で の 間 ， 原 則 と

し て 変 更 を 認 め な い 。

⑩ 建 築 主 任 担 当 技 術 者 の 手 持 業 務 に つ い

て ， 携 わ っ て い る 設 計 業 務 （ 工 事 監 理 業

務 を 除 く 。 契 約 予 定 の も の も 含 む 。 ）

が ， 原 則 と し て ４ 件 未 満 で あ る こ と 。

( 4 ) 工 事 監 理 業 務 に 携 わ る 企 業 の 参 加 資 格 要

件

工 事 監 理 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 及 び 協 力

企 業 （ 以 下 「 工 事 監 理 企 業 」 と い う 。 ）

は ， 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。

① 法 務 省 の 平 成 1 5 ・ 1 6 年 度 に お け る 建 築

関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 に 係 る 一 般

競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け

て い る こ と 。

② 建 築 士 法 第 2 3 条 に 基 づ く 一 級 建 築 士 事

務 所 の 登 録 を 受 け て い る こ と 。

③ 工 事 監 理 業 務 を 複 数 の 企 業 が 分 担 し て

行 う 場 合 に は ， す べ て の 企 業 が ① 及 び ②
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の 要 件 を 満 た す こ と 。

④ 次 に 掲 げ る 業 務 を 実 施 す る 工 事 監 理 者

及 び 各 監 理 主 任 技 術 者 を 配 置 で き る こ

と 。

な お ， 各 監 理 主 任 技 術 者 の 分 担 す る 業

務 内 容 は ， 次 の 該 当 す る 業 務 を 総 括 し ，

工 事 監 理 者 を 補 助 す る 業 務 と す る 。

( ｱ ) 工 事 監 理 者 は ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5

年 法 律 第 2 0 1 号 ） 第 ５ 条 の ４ 第 ２ 項 に

規 定 す る 業 務 及 び 総 括 に 関 す る 業 務

( ｲ ) 建 築 監 理 主 任 技 術 者 ， 構 造 監 理 主 任

技 術 者 は ， 別 表 ( 2 ) 及 び ( 4 ) に 関 す る 実

施 設 計 図 書 に 基 づ く 工 事 監 理 業 務

( ｳ ) 電 気 設 備 監 理 主 任 技 術 者 は ， 別 表

( 6 ) に 関 す る 実 施 設 計 図 書 に 基 づ く 工

事 監 理 業 務

( ｴ ) 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術 者 は ， 別 表

( 8 ) 及 び ( 1 0 ) に 関 す る 実 施 設 計 図 書 に

基 づ く 工 事 監 理 業 務

⑤ 工 事 監 理 者 ， 建 築 監 理 主 任 技 術 者 ， 構
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造 監 理 主 任 技 術 者 ， 電 気 設 備 監 理 主 任 技

術 者 及 び 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術 者 は ， 工

事 監 理 企 業 と 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 日 以

前 に ３ か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇

用 関 係 に あ る こ と 。

⑥ 工 事 監 理 者 ， 建 築 監 理 主 任 技 術 者 及 び

構 造 監 理 主 任 技 術 者 は ， 一 級 建 築 士 で あ

る こ と 。 ま た ， 電 気 設 備 監 理 主 任 技 術 者

及 び 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術 者 は ， 一 級 建

築 士 又 は 建 築 設 備 士 で あ る こ と 。

⑦ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 工 事 監 理 者 及

び 各 監 理 主 任 技 術 者 を 配 置 で き る こ と 。

( ｱ ) 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 成 ・ 引 渡

し が 完 了 し た ， ( ｴ ) に 掲 げ る 要 件 を 満

た す 新 営 工 事 に つ い て ， 基 礎 工 事 か ら

完 成 ま で の 工 事 監 理 実 績 を 有 す る 工 事

監 理 者 並 び に 建 築 監 理 主 任 技 術 者 ， 構

造 監 理 主 任 技 術 者 ， 電 気 設 備 監 理 主 任

技 術 者 及 び 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術 者 で

あ る こ と 。
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( ｲ ) ( ｱ ) の 実 績 に つ い て は ， ( ｴ ) の う ち 工

事 監 理 者 並 び に 建 築 監 理 主 任 技 術 者 及

び 構 造 監 理 主 任 技 術 者 に あ っ て は ( ｴ )

ａ の ， 電 気 設 備 監 理 主 任 技 術 者 に あ っ

て は ( ｴ ) ｂ の ， 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術

者 に あ っ て は ( ｴ ) ｃ の 項 目 に 該 当 す る

実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

( ｳ ) 監 理 技 術 者 及 び 各 監 理 主 任 技 術 者 は

そ れ ぞ れ １ 名 と し ， 互 い に 兼 務 す る こ

と は 認 め な い 。 ま た ， 参 加 表 明 書 等 に

係 わ る 資 料 提 出 時 点 に お い て ， 工 事 監

理 者 又 は 各 監 理 主 任 技 術 者 を 決 定 で き

な い こ と に よ り 複 数 名 の 候 補 を も っ て

競 争 参 加 資 格 確 認 資 料 を 提 出 す る こ と

は 差 し 支 え な い が ， い ず れ の 候 補 者 に

つ い て も ， 次 の ( ｴ ) の 該 当 す る 要 件 を

満 た し て い な け れ ば な ら な い 。

( ｴ ) 実 績 要 件

ａ 工 事 監 理 者 ， 建 築 監 理 主 任 技 術 者

及 び 構 造 監 理 主 任 技 術 者
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( a ) 建 物 用 途 国 又 は 地 方 公 共 団 体

の 施 設 で 庁 舎 （ 一 般 行 政 事 務 に 供

さ れ る 施 設 で 検 察 庁 ， 法 務 局 ， 税

務 署 ， 郵 便 局 ， 職 業 安 定 所 等 の 単

独 庁 舎 ， 合 同 庁 舎 ， 港 湾 合 同 庁

舎 ， 総 合 庁 舎 等 の 施 設 を い

う 。 ） ， 研 究 施 設 ， 研 修 施 設 ， 社

会 福 祉 施 設 又 は 医 療 施 設

( b ) 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 に

あ っ て は 地 上 ２ 階 建 て 以 上 ， 鉄 骨

造 に あ っ て は 地 上 1 1 階 建 て 以 上 又

は 高 さ 3 1 ｍ を 超 え る も の

( c ) 建 物 規 模 １ 棟 の 延 べ 面 積 2 , 0 0

0 ㎡ 以 上

( d ) 工 事 種 目 建 築 一 式 工 事 。 た だ

し ， 工 事 監 理 者 に つ い て は ， 建 築

一 式 工 事 の ほ か ， 動 力 設 備 ， 電 灯

設 備 ， 空 気 調 和 設 備 ， 給 排 水 設 備

及 び 昇 降 機 設 備 を 含 む こ と 。
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ｂ 電 気 設 備 監 理 主 任 技 術 者

( a ) 建 物 用 途 ａ ( a ) に 同 じ 。

( b ) 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造 ， 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は

鉄 骨 造 で 地 上 ２ 階 建 て 以 上

( c ) 建 物 規 模 ａ ( c ) に 同 じ 。

( d ) 工 事 種 目 電 気 工 事 （ 動 力 設 備

及 び 電 灯 設 備 を 含 む 。 ）

ｃ 機 械 設 備 監 理 主 任 技 術 者

( a ) 建 物 用 途 ａ ( a ) に 同 じ 。

( b ) 構 造 ・ 階 数 ｂ ( b ) に 同 じ 。

( c ) 建 物 規 模 ａ ( c ) に 同 じ 。

( d ) 工 事 種 目 管 工 事 （ 空 気 調 和 設

備 及 び 給 排 水 設 備 を 含 む 。 ）

⑧ 工 事 監 理 者 及 び 各 監 理 主 任 技 術 者 に

つ い て は ， 対 象 施 設 の 完 成 ま で の 間 ，

原 則 と し て 変 更 を 認 め な い 。

( 5 ) 建 設 業 務 に 携 わ る 企 業 の 参 加 資 格 要 件

建 設 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 及 び 協 力 企 業

（ 以 下 「 建 設 企 業 」 と い う 。 ） は ， 次 の 要
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件 を 満 た す こ と 。

① 法 務 省 の 平 成 1 5 ・ 1 6 年 度 に お け る 工 事

区 分 「 建 築 一 式 工 事 」 ， 「 電 気 工 事 」 又

は 「 管 工 事 」 に 係 る 一 般 競 争 （ 指 名 競

争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。

② 次 の 各 工 事 に 携 わ る 建 設 企 業 は ， 法 務

省 に お け る 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 の 際

に 算 定 し た 点 数 （ 総 合 数 値 ） が ， 次 の 点

数 以 上 で あ る こ と 。

( ｱ ) 建 築 一 式 工 事 1 , 3 0 0 点 以 上

( ｲ ) 電 気 工 事 1 , 1 0 0 点 以 上

( ｳ ) 管 工 事 1 , 1 0 0 点 以 上

③ 次 の 各 工 事 に 携 わ る 建 設 企 業 は ， 平 成

６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 元 請 と し て 完 成 ・ 引

渡 し が 完 了 し た ( ｱ ) か ら ( ｳ ) に 掲 げ る 要 件

を 満 た す 同 種 又 は 類 似 の 新 営 工 事 の う

ち ， 基 礎 か ら 完 成 ま で の 施 工 実 績 を 有 す

る こ と （ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て の 実

績 は ， 出 資 比 率 が 2 0 ％ 以 上 の 場 合 の も の

に 限 る 。 ） 。
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( ｱ ) 建 築 工 事

ａ 建 物 用 途

( a ) 同 種 工 事 法 務 省 収 容 施 設 （ 刑

務 所 ， 少 年 刑 務 所 ， 拘 置 所 ， 少 年

院 ， 少 年 鑑 別 所 ， 婦 人 補 導 院 又 は

入 国 者 収 容 所 の 収 容 区 域 内 の 施 設

を い い ， 収 容 区 域 外 の 職 員 宿 舎 ，

職 員 待 機 所 等 を 除 く 。 ）

( b ) 類 似 工 事 庁 舎 （ 国 又 は 地 方 公

共 団 体 の 施 設 で 一 般 行 政 事 務 に 供

さ れ る 施 設 を い う 。 ） ， 事 務 所 又

は そ れ ら の 類 似 施 設 （ 事 務 室 ， 会

議 室 ， 研 修 室 又 は 研 究 室 が 主 要 部

分 で あ る 建 物 を い う 。 ） 。

ｂ 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 に あ っ

て は 地 上 ２ 階 建 て 以 上 ， 鉄 骨 造 に あ

っ て は 地 上 1 1 階 建 て 以 上 又 は 高 さ 3 1

ｍ を 超 え る も の

ｃ 建 物 規 模 １ 棟 の 延 べ 面 積 2 , 0 0 0
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㎡ 以 上

ｄ 工 事 種 目 建 築 一 式 工 事

( ｲ ) 電 気 設 備 工 事

ａ 建 物 用 途 ( ｱ ) ａ に 同 じ 。

ｂ 構 造 ・ 階 数 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造 ， 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄

骨 造 で 地 上 ２ 階 建 て 以 上

ｃ 建 物 規 模 ( ｱ ) ｃ に 同 じ 。

ｄ 工 事 種 目 電 気 工 事 （ 動 力 設 備 及

び 電 灯 設 備 を 含 む 。 ）

( ｳ ) 機 械 設 備 工 事

ａ 建 物 用 途 ( ｱ ) ａ に 同 じ 。

ｂ 構 造 ・ 階 数 ( ｲ ) ｂ に 同 じ 。

ｃ 建 物 規 模 ( ｱ ) ｃ に 同 じ 。

ｄ 工 事 種 目 管 工 事 （ 空 気 調 和 設 備

又 は 給 排 水 設 備 を 含 む 。 ）

④ 各 工 事 を 複 数 の 企 業 が 共 同 し て 行 う 場

合 は ， す べ て の 企 業 が ① ， ② 及 び ③ の

要 件 を 満 た す こ と 。

⑤ ( ｱ ) か ら ( ｳ ) ま で の 各 工 事 に 携 わ る 建 設
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企 業 は ， そ れ ぞ れ 次 の 要 件 を 満 た す 主 任

技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 を 当 該 工 事 に 専 任

で 配 置 で き る こ と 。 ま た ， 参 加 表 明 書 等

に 係 わ る 資 料 提 出 時 点 に お い て ， 主 任 技

術 者 又 は 監 理 技 術 者 を 決 定 で き な い こ と

に よ り 複 数 名 の 候 補 を も っ て 競 争 参 加 資

格 確 認 資 料 を 提 出 す る こ と は 差 し 支 え な

い が ， い ず れ の 候 補 者 に つ い て も ， 次 の

該 当 す る 要 件 を 満 た し て い な け れ ば な ら

な い 。 な お ， 複 数 の 建 設 企 業 が ( ｱ ) ， ( ｲ )

又 は ( ｳ ) の 工 事 を 共 同 し て 行 う 場 合 に あ

っ て は ， そ の う ち １ 者 が 主 任 技 術 者 又 は

監 理 技 術 者 を 専 任 で 配 置 で き る こ と 。 た

だ し ， 工 区 又 は 工 事 種 目 ご と に 分 担 し て

行 う 場 合 に あ っ て は ， そ れ ぞ れ の 工 区 又

は 工 事 種 目 ご と に 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技

術 者 を 専 任 で 配 置 で き る こ と 。

( ｱ ) 建 築 工 事

ａ 一 級 建 築 施 工 管 理 技 士 又 は こ れ と

同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ
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と 。 な お ， 「 こ れ と 同 等 以 上 の 資 格

を 有 す る 者 」 と は ， 一 級 建 築 士 の 免

許 を 有 す る 者 又 は 国 土 交 通 大 臣 若 し

く は 建 設 大 臣 が 一 級 建 築 施 工 管 理 技

士 と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 定

し た 者 で あ る 。

ｂ 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に ， ③ ( ｱ )

の 要 件 を 満 た す 同 種 又 は 類 似 の 新 営

工 事 （ 建 築 一 式 工 事 ） を 元 請 と し て

地 業 工 事 か ら 完 成 ま で の 施 工 実 績 を

有 す る 者 で あ る こ と （ 共 同 企 業 体 の

構 成 員 と し て の 実 績 は ， 出 資 比 率 が

2 0 ％ 以 上 の 場 合 の も の に 限 る 。 ） 。

ｃ 監 理 技 術 者 に あ っ て は ， 監 理 技 術

者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了

証 を 有 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 で

あ る こ と 。 な お ， 「 こ れ に 準 ず る

者 」 と は ， 次 の 者 を い う 。 以 下 同

じ 。

( a ) 平 成 1 6 年 ２ 月 2 9 日 以 前 に 交 付 を
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受 け た 監 理 技 術 者 資 格 者 証 を 有 す

る 者

( b ) 平 成 1 6 年 ２ 月 2 9 日 以 前 に 監 理 技

術 者 講 習 を 受 け た 者 で あ っ て ， 平

成 1 6 年 ３ 月 １ 日 以 降 に 監 理 技 術 者

資 格 者 証 の 交 付 を 受 け た 者 で あ る

場 合 に は ， 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及

び 指 定 講 習 受 講 修 了 証 を 有 す る 者

ｄ 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 は ， 建

設 企 業 と 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 日 以

前 に ３ か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的

な 雇 用 関 係 に あ る こ と 。

( ｲ ) 電 気 設 備 工 事

ａ 一 級 電 気 工 事 施 工 管 理 技 士 又 は こ

れ と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る 者 で あ

る こ と 。 な お ， 「 こ れ と 同 等 以 上 の

資 格 を 有 す る 者 」 と は ， 技 術 士 （ 電

気 ・ 電 子 部 門 ， 建 設 部 門 又 は 総 合 技

術 監 理 部 門 （ 選 択 科 目 を 「 電 気 ・ 電

子 」 又 は 「 建 設 」 と す る 者 ） に 合 格
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し た 者 ） 又 は 国 土 交 通 大 臣 若 し く は

建 設 大 臣 が 一 級 電 気 工 事 施 工 管 理 技

士 と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 定

し た 者 で あ る こ と 。

ｂ 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に ， ③ ( ｲ )

の 要 件 を 満 た す 同 種 又 は 類 似 の 新 営

工 事 を 元 請 と し て 基 礎 工 事 か ら 完 成

ま で の 施 工 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ

と （ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て の 実

績 は ， 出 資 比 率 が 2 0 ％ 以 上 の 場 合 の

も の に 限 る 。 ） 。

ｃ 監 理 技 術 者 に あ っ て は ， 監 理 技 術

者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了

証 を 有 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 で

あ る こ と 。

ｄ 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 は ， 建

設 企 業 と 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 日 以

前 に ３ か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的

な 雇 用 関 係 に あ る こ と 。

( ｳ ) 機 械 設 備 工 事
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ａ 一 級 管 工 事 施 工 管 理 技 士 又 は こ れ

と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る

こ と 。 な お ， 「 こ れ と 同 等 以 上 の 資

格 を 有 す る 者 」 と は ， 技 術 士 （ 機 械

部 門 （ 選 択 科 目 を 「 流 体 機 械 」 又 は

「 暖 冷 房 及 び 冷 凍 機 械 」 と す る

者 ） ， 水 道 部 門 ， 衛 生 工 学 部 門 又 は

総 合 技 術 監 理 部 門 （ 選 択 科 目 を 「 機

械 ― 流 体 機 械 」 ， 「 機 械 ― 暖 冷 房 及

び 冷 凍 機 械 」 ， 「 水 道 」 又 は 「 衛 生

工 学 」 と す る 者 ） に 合 格 し た 者 ） 又

は 国 土 交 通 大 臣 若 し く は 建 設 大 臣 が

一 級 管 工 事 施 工 管 理 技 士 と 同 等 以 上

の 能 力 を 有 す る と 認 定 し た 者 で あ る

こ と 。

ｂ 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に ， ③ ( ｳ )

の 要 件 を 満 た す 同 種 又 は 類 似 の 新 営

工 事 を 元 請 と し て 基 礎 工 事 か ら 完 成

ま で の 施 工 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ

と （ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て の 実



- 28 -

績 は ， 出 資 比 率 が 2 0 ％ 以 上 の 場 合 の

も の に 限 る 。 ） 。

ｃ 監 理 技 術 者 に あ っ て は ， 監 理 技 術

者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了

証 を 有 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 で

あ る こ と 。

ｄ 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 は ， 建

設 企 業 と 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 日 以

前 に ３ か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的

な 雇 用 関 係 に あ る こ と 。

⑥ 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 に つ い て

は ， 対 象 施 設 の 完 成 ま で の 間 ， 原 則 と

し て 変 更 を 認 め な い 。

⑦ 構 成 企 業 は ， 経 常 建 設 共 同 企 業 体 及

び 建 設 協 同 組 合 で な い こ と 。

( 6 ) 維 持 管 理 業 務 に 携 わ る 企 業 の 参 加 資 格

要 件

維 持 管 理 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 又 は 協

力 企 業 は ， 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。

平 成 1 6 ・ 1 7 ・ 1 8 年 度 一 般 競 争 （ 指 名 競
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争 ） 入 札 参 加 資 格 （ 1 2 省 庁 共 通 ） 審 査 に

お い て ， 資 格 の 種 類 が 「 役 務 の 提 供 等

（ 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 ） 」 で あ り ，

競 争 参 加 地 域 が 「 中 国 」 で 「 Ａ 」 ，

「 Ｂ 」 又 は 「 Ｃ 」 等 級 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る こ と 。 複 数 の 企 業 が 分 担 す る

場 合 に は ， い ず れ の 企 業 に お い て も 上 記

要 件 を 満 た す こ と 。

な お ， 大 規 模 修 繕 を 行 う 場 合 は ， 法 務

省 の 平 成 1 5 ・ 1 6 年 度 に お け る 工 事 区 分

「 建 築 一 式 工 事 」 ， 「 電 気 工 事 」 又 は

「 管 工 事 」 に 係 わ る 一 般 競 争 （ 指 名 競

争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。

( 7 ) 運 営 業 務 に 携 わ る 企 業 の 参 加 資 格 要 件

運 営 業 務 に 携 わ る 構 成 企 業 又 は 協 力 企

業 は ， 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。

平 成 1 6 ・ 1 7 ・ 1 8 年 度 一 般 競 争 （ 指 名 競

争 ） 入 札 参 加 資 格 （ 1 2 省 庁 共 通 ） 審 査 に

お い て ， 資 格 の 種 類 が 「 役 務 の 提 供 等 」

で あ り ， 競 争 参 加 地 域 が 「 中 国 」 で
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「 Ａ 」 ， 「 Ｂ 」 又 は 「 Ｃ 」 等 級 に 格 付 け

さ れ て い る 者 で あ る こ と 。 な お ， 複 数 の

企 業 が 分 担 す る 場 合 に は ， い ず れ の 企 業

に お い て も 上 記 要 件 を 満 た す こ と 。

３ 入 札 手 続 等

( 1 ) 担 当 部 局

〒 1 0 0 － 8 9 7 7 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1 - 1 - 1

法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 調 達 第 二 係 佐 藤 利 弘

電 話 ： 0 3 － 3 5 8 0 － 4 1 1 1 （ 内 線 2 1 9 8 ）

( 2 ) 入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 ， 場 所 及 び 方 法

平 成 1 6 年 1 1 月 2 4 日 か ら 平 成 1 7 年 １ 月 ７ 日 ま

で （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 6 3 年

法 律 第 9 1 号 ) 第 １ 条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休

日 を 除 く 。 ） の 1 0 時 0 0 分 か ら 1 7 時 0 0 分 ま で

上 記 ３ ( 1 ) に 同 じ

( 3 ) 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所

① 第 １ 回

平 成 1 6 年 1 1 月 2 9 日 1 3 時 3 0 分 か ら

東 京 都 港 区 三 田 2 - 1 - 8

三 田 共 用 会 議 所 講 堂
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② 第 ２ 回 （ 入 札 説 明 書 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 回 答 を 含 む 。 ）

平 成 1 6 年 1 2 月 1 7 日 1 3 時 3 0 分 か ら

東 京 都 港 区 三 田 2 - 1 - 8

三 田 共 用 会 議 所 講 堂

( 4 ) 参 加 表 明 書 等 の 提 出 期 間 ， 場 所 及 び 方 法

平 成 1 6 年 1 2 月 2 7 日 か ら 平 成 1 7 年 １ 月 ７ 日 ま

で （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 6 3 年

法 律 第 9 1 号 ) 第 １ 条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休

日 を 除 く 。 ） の 1 0 時 0 0 分 か ら 1 7 時 0 0 分 ま で

上 記 ３ ( 1 ) に 同 じ 持 参 す る こ と 。

( 5 ) 入 札 書 及 び 入 札 提 出 書 類 の 提 出 期 限 ， 提 出

場 所 及 び 提 出 方 法

平 成 1 7 年 ３ 月 ７ 日 1 7 時 0 0 分 （ た だ し ， 郵 送

に よ る 提 出 の 受 領 期 限 は ， 平 成 1 7 年 ３ 月 ６ 日

1 7 時 0 0 分 ） ま で 上 記 ３ ( 1 ) に 同 じ 持 参 又

は 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る 。 ） す る こ と 。

( 6 ) 開 札 の 日 時 及 び 場 所

平 成 1 7 年 ４ 月 2 2 日 1 4 時 0 0 分 法 務 省 大 臣 官

房 会 計 課 入 札 室
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４ そ の 他

( 1 ) 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本

語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

( 2 ) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

① 入 札 保 証 金 免 除 。

② 契 約 保 証 金 免 除 。 た だ し ， Ｓ Ｐ Ｃ は 建

設 工 事 の 履 行 を 確 保 す る た め ， 各 事 業 着 手

日 か ら 本 施 設 の 運 営 開 始 日 の 前 日 ま で を 期

間 と し て ， 本 施 設 に 係 る 建 設 工 事 費 ， 調 査

設 計 費 及 び 工 事 監 理 費 に 相 当 す る 金 額 の 1 0

0 分 の 1 0 以 上 に つ い て ， 支 出 負 担 行 為 担 当

官 又 は Ｓ Ｐ Ｃ を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証 保

険 契 約 を 締 結 し ， 事 業 契 約 締 結 後 速 や か に

当 該 履 行 保 証 保 険 契 約 に 係 る 保 険 証 券 を 支

出 負 担 行 為 担 当 官 に 寄 託 す る こ と 。

な お ， Ｓ Ｐ Ｃ を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証

保 険 契 約 が 設 計 企 業 ， 建 設 企 業 及 び 工 事 監

理 企 業 に よ っ て 締 結 さ れ る 場 合 は ， Ｓ Ｐ Ｃ

の 負 担 に よ り ， そ の 保 険 金 請 求 権 に 事 業 契

約 に 定 め る 違 約 金 支 払 債 務 を 被 担 保 債 務 と
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す る 質 権 を 支 出 負 担 行 為 担 当 官 の た め に 設

定 す る こ と 。

( 3 ) 入 札 の 無 効 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の し た 入 札 ， 参 加 表 明 書 等 に 虚 偽 の

記 載 を し た 者 の 入 札 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に

違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

( 4 ) 落 札 者 の 決 定 方 法 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第

7 9 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の

制 限 の 範 囲 内 で ， 入 札 説 明 書 で 指 定 す る 性 能

等 の 要 求 水 準 を 満 た し て い る 提 案 を し た 入 札

者 の 中 か ら ， 入 札 説 明 書 で 定 め る 総 合 評 価 の

方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。

( 5 ) 手 続 に お け る 交 渉 の 有 無 無 。

( 6 ) 契 約 書 作 成 の 要 否 要 。

( 7 ) 入 札 提 出 書 類 の ヒ ア リ ン グ を 行 う 。

( 8 ) 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口

〒 1 0 0 - 8 9 7 7 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1 - 1 - 1

法 務 省 矯 正 局 総 務 課 調 査 係

電 話 ： 0 3 - 3 5 8 0 - 4 1 1 1 （ 内 線 5 6 3 8 ）

( 9 ) 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な い 者
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の 参 加 上 記 ２ の ( 2 ) ② ， ( 3 ) ① ， ( 4 ) ① ， ( 5 )

① 及 び ② ， ( 6 ) 又 は ( 7 ) に 掲 げ る 一 般 競 争 参 加

資 格 の 認 定 を 受 け て い な い 者 も 上 記 ３ ( 4 ) に

よ り 参 加 表 明 書 等 を 提 出 す る こ と が で き る

が ， 競 争 に 参 加 す る た め に は ， 開 札 時 に お い

て ， 当 該 資 格 の 認 定 を 受 け ， か つ ， 競 争 参 加

資 格 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

( 1 0 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 等 に よ る 。

５ S u m m a r y

( 1 ) O f f i c i a l i n c h a r g e o f d i s b u r s e m e n t o f t h e

p r o c u r i n g e n t i t y : M i t s u h i r o K a t s u m a r u , D i r e

c t o r o f t h e F i n a n c e D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s S e c

r e t a r i a t , M i n i s t r y o f J u s t i c e .

( 2 ) C l a s s i f i c a t i o n o f t h e s e r v i c e s t o b e p r o c

u r e d : 4 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 3 1 , 3 2 , 3 3 ,

3 4 , 4 1 , 4 2 , 7 1 , 7 5 , 7 8

( 3 ) S u b j e c t m a t t e r o f t h e c o n t r a c t : P F I - b a s e d

d e s i g n , c o n s t r u c t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e

p r i s o n b u i l d i n g ( B O T - s c h e m e )

( 4 ) T i m e - l i m i t f o r t h e s u b m i s s i o n o f a p p l i c a t
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i o n f o r m s a n d r e l e v a n t d o c u m e n t s f o r t h e q

u a l i f i c a t i o n : 1 7 : 0 0 7 J a n u a r y 2 0 0 5

( 5 ) T i m e - l i m i t f o r t h e s u b m i s s i o n o f t e n d e r s :

1 7 : 0 0 7 M a r c h 2 0 0 5

( 6 ) C o n t a c t p o i n t f o r t e n d e r d o c u m e n t a t i o n :

T o s h i h i r o S a t o , P r o c u r e m e n t S e c t i o n , F i n a n c e

D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s S e c r e t a r i a t , M i n i s t r y o f

J u s t i c e , 1 - 1 - 1 K a s u m i g a s e k i , C h i y o d a - k u , T o

k y o 1 0 0 - 8 9 7 7 , T e l 0 3 - 3 5 8 0 - 4 1 1 1 e x . 2 1 9 8

( 7 ) L a n g u a g e s f o r m a k i n g i n q u i r i e s : J a p a n e s e


